
東北太平洋沖地震で住宅を被災された皆様へ 

 

 

    住宅相談窓口専用ダイヤル   ０２４－５２１－７６９８－７８６７  

                        【午前８：３０～午後８：００まで】 

 

 

１ 双葉郡７町村向け仮設住宅や借上げ住宅の整備について（第１次分） 

双葉郡７町村から要請を受けて検討していた応急仮設住宅及び借上げ民間住宅の整備については、

設置市町の協力を得て下記の通り第 1次分を決定しました。  

今後も各町村の要請を受けて順次整備を進めていくこととしています。  

なお、これらの住宅に係る入居事務は、県の支援を受けて双葉郡７町村が実施しますので、準備

が整った町村から募集案内が公表されます。 

 

受  入  市  町 
要 請 町 村 

応急仮設住宅 借上民間住宅 県営住宅 

大  熊  町 会津若松市（610 戸） 会津若松市（510 戸） 

喜多方市（80 戸） 

会津若松市（4戸） 

浪  江  町 福島市（400 戸） 

二本松市（700 戸） 

桑折町（250 戸） 

福島市（590 戸） 

二本松市（60 戸） 

福島市（33 戸） 

広  野  町 いわき市（200 戸）  いわき市（5戸） 

富  岡  町 郡山市・三春町（500 戸） 郡山市（1,500 戸） 

川  内  村 郡山市（150 戸） 郡山市（150 戸） 

郡山市（７戸） 

楢  葉  町 会津美里町（550 戸） 

いわき市（240 戸） 

会津若松市（150 戸） 会津若松市（4戸） 

いわき市（6戸） 

葛  尾  村 三春町（400 戸）   

合計：7,099 戸 4,000 戸 3,040 戸 59 戸 

 



２ 県内で仮設住宅等の募集を開始した市町村 

市町村名 期   間 連 絡 先 等 そ の 他 

い わ き 市 ３/２８～４/８ 0246-21-3720・3723・3724 借上げ住宅（募集終了） 

伊 達 市 ４/４～４/１３ 
０２４―５７７－３１４７ 

－３１７５ 
市営住宅 

新 地 町 ４/７～４/１５ ０２４４－６２－２１１３ 応急仮設住宅 

福 島 市 ４/７～４/末日 ０２４－５２５－３７５７ 借上げ住宅 

桑 折 町 ４/７～４/１３ 
０２４－５８２－２１２７ 

       －２１１１ 
応急仮設住宅 

白 河 市 ４/５～４/２０ ０２４８－２２－１１３５ 
応急仮設住宅 

借上げ住宅 

富 岡 町 ４/６～ ０２４－９４６－８８１３ 借上げ住宅 

川 内 村 ４/７～４/１８ 
０２４－９４６－３３７８ 

       －８８２８ 

応急仮設住宅 

借り上げ住宅                                                                                                                                                                                                                                                                 

須 賀 川 市 ４/１５～４/２４ ０２４８－７５－１１１１ 応急仮設住宅 

西 郷 村 ４/１３～４/２０ ０２４８－２５－１１１７ 応急仮設住宅 

※ 上の市町村以外では募集方法等を現在検討していますので、決定次第、速やかに公表します。 

３ 被災者生活再建支援制度  

   地震や津波など自然災害により、住宅が全壊又は大規模半壊した世帯に対して、再建支援金を  

支給する制度です。この制度は、平成１０年５月に成立した被災者生活再建支援法に基づき、自然

災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯（「被災世帯」）に被災

者生活再建支援金（「支援金」）を支給し、生活の再建を支援するものです。  

支援金は、「基礎支援金」として全壊世帯に１００万円、大規模半壊世帯に５０万円が支給され、

この額に、「加算支援金」として住宅を建設・購入する場合は２００万円、補修する場合は１００万

円、賃借する場合は５０万円がそれぞれ加算される仕組み（いずれも世帯人数が複数の場合）とな

っています。  

  （財） 都道府県会館 被災者生活再建支援基金部 TEL ０３－５２１２－９１１１  

４ 災害復興住宅融資等のご案内 

  独立行政法人住宅金融支援機構では、地震、台風、豪雨などにより、被災された方へ被災住宅復旧

のための建設資金、購入資金または補修資金の借入れの申込みを受け付けています。 

   また、同機構融資を返済中の方に対する返済金の払込みの猶予等についての相談も応じています。 

独立行政法人住宅金融支援機構 TEL 0120-086-353（被災者専用ダイヤル）                                     


